
-
1

-

資
料
３
－
２

住
民
票
の
写
し
等
の
交
付
制
度
に
つ
い
て

住
民
票
の
写
し
等
の
交
付

戸
籍
の
附
票
の
写
し
の
交
付

（
参
考
）
戸
籍
の
謄
本
等
の
交
付

（
住
民
基
本
台
帳
法
第
１
２
条
）

（
住
民
基
本
台
帳
法
第
２
０
条
）

（
戸
籍
法
第
１
０
条
）

交
付
す
る
住
民
票
の
写
し

戸
籍
の
附
票
の
写
し

戸
籍
謄
本

も
の

住
民
票
記
載
事
項
証
明
書

戸
籍
抄
本

戸
籍
の
記
載
事
項
証
明
書

請
求
者

何
人
で
も
可

何
人
で
も
可

何
人
で
も
可

（
た
だ
し
、
自
己
又
は
自
己
と
同
一
の
世
帯
に

属
す
る
者
以
外
の
者
は
、
住
民
票
コ
ー
ド
が

記
載
さ
れ
た
住
民
票
等
の
写
し
を
請
求
す
る

こ
と
は
で
き
な
い
。）

請
求
手
続

・
請
求
事
由
等
を
明
ら
か
に
し
て
し
な
け
れ
ば
・
請
求
事
由
等
を
明
ら
か
に
し
て
し
な
け
れ

・
請
求
事
由
を
明
ら
か
に
し
て
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
一
定
の
場
合
（
※
）

ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
一
定
の
場
合

な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
一
定
の
場
合
（
※
）

に
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
※
）
に
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

に
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

※
請
求
事
由
等
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
要
し
※
請
求
事
由
等
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
要

※
請
求
事
由
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
要

省
な
い
場
合

し
な
い
場
合

し
な
い
場
合

令
①
自
己
又
は
自
己
と
同
一
の
世
帯
に
属
す
る
者
①
戸
籍
の
附
票
に
記
載
が
さ
れ
て
い
る
者
又

①
戸
籍
に
記
載
さ
れ
て
い
る
者
又
は
そ
の
配

が
請
求
す
る
場
合

は
そ
の
配
偶
者
、
直
系
尊
属
若
し
く
は
直

偶
者
、
直
系
尊
属
若
し
く
は
直
系
卑
属
が

事
系
卑
属
が
請
求
す
る
場
合

請
求
す
る
場
合

項
②
国
又
は
地
方
公
共
団
体
の
職
員
が
職
務
上
請
②
国
若
し
く
は
地
方
公
共
団
体
の
職
員
が
職

②
国
若
し
く
は
地
方
公
共
団
体
の
職
員
又
は

求
す
る
場
合

務
上
請
求
す
る
場
合

土
地
改
良
区
等
の
法
人
の
役
員
若
し
く
は

職
員
が
職
務
上
請
求
す
る
場
合

③
弁
護
士
、
司
法
書
士
、
土
地
家
屋
調
査
士
、
③
弁
護
士
、
司
法
書
士
、
土
地
家
屋
調
査
士
、

③
弁
護
士
、
司
法
書
士
、
土
地
家
屋
調
査
士
、

税
理
士
、
社
会
保
険
労
務
士
、
弁
理
士
、

税
理
士
、
社
会
保
険
労
務
士
、
弁
理
士
、

税
理
士
、
社
会
保
険
労
務
士
、
弁
理
士
、

海
事
代
理
士
又
は
行
政
書
士
が
職
務
上
請

海
事
代
理
士
又
は
行
政
書
士
が
職
務
上
請

海
事
代
理
士
又
は
行
政
書
士
が
職
務
上
請

求
す
る
場
合

求
す
る
場
合

求
す
る
場
合

④
市
町
村
長
が
適
当
と
認
め
る
場
合

④
市
町
村
長
が
適
当
と
認
め
る
場
合

④
市
町
村
長
が
適
当
と
認
め
る
場
合

〔
住
民
票
省
令
第
３
条
〕

〔
戸
籍
の
附
票
省
令
第
２
条
〕

〔
戸
籍
法
施
行
規
則
第
１
１
条
〕



-
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一
般
的
な
・
市
町
村
長
は
、
特
別
の
請
求
が
な
い
限
り
、
・
記
載
事
項
を
省
略
せ
ず
に
、
写
し
を
交
付

・
記
載
事
項
を
省
略
せ
ず
に
、
写
し
を
交
付

証
明
事
項

①
氏
名

す
る
。

す
る
。

②
出
生
の
年
月
日

③
男
女
の
別

④
住
民
と
な
っ
た
年
月
日

⑤
住
所
及
び
一
つ
の
市
町
村
の
区
域
内
に
お

い
て
新
た
に
住
所
を
変
更
し
た
者
に
つ
い

て
は
そ
の
住
所
を
定
め
た
年
月
日

を
記
載
し
た
住
民
票
の
写
し
を
交
付
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

（
特
別
な
請
求
が
あ
れ
ば
、
そ
の
他
の
事
項
を

記
載
し
た
住
民
票
を
交
付
す
る
こ
と
が
で
き

る
。）

交
付
の
拒
・
市
町
村
長
は
、
請
求
が
不
当
な
目
的
に
よ
る
・
市
町
村
長
は
、
請
求
が
不
当
な
目
的
に
よ

市
町
村
長
は
、
請
求
が
不
当
な
目
的
に
よ

否
こ
と
が
明
ら
か
な
と
き
は
、
こ
れ
を
拒
む
こ
と
る
こ
と
が
明
ら
か
な
と
き
は
、
こ
れ
を
拒
む

る
こ
と
が
明
ら
か
な
と
き
は
、
こ
れ
を
拒
む

が
で
き
る
。

こ
と
が
で
き
る
。

こ
と
が
で
き
る
。

※
住
民
票
省
令

…
住
民
基
本
台
帳
の
一
部
の
写
し
の
閲
覧
及
び
住
民
票
の
写
し
等
の
交
付
に
関
す
る
省
令
（
昭
和
６
０
年
自
治
省
令
第
２
８
号
）

戸
籍
の
附
票
省
令
…
戸
籍
の
附
票
の
写
し
の
交
付
に
関
す
る
省
令
（
昭
和
６
０
年
法
務
省
・
自
治
省
令
第
１
号
）



住
民
票
・
戸
籍
の
附
票
の
記
載
事
項

①
氏
名

②
出
生
の
年
月
日

③
男
女
の
別

④
世

帯
主

に
つ
い
て
は

そ
の

旨
、
世

帯
主

で
な
い
者

に
つ
い

て
は

世
帯

主
の

氏
名

及
び
世

帯
主

と
の

続
柄

⑤
戸

籍
の

表
示

（
筆

頭
者

の
氏

名
、
本

籍
）

⑥
住
民
と
な
っ
た
年
月
日

⑦
住
所
及
び
同
一
市
町
村
内
に
お
い
て

新
た
に
住
所
を
変

更
し
た
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
住
所
を

定
め
た
年
月
日

⑧
新

た
に
市

町
村

の
区

域
内

に
住

所
を
定

め
た
者

に
つ
い

て
は

、
そ
の

住
所

を
定

め
た
旨

の
届

出
の

年
月

日
及

び
従

前
の
住
所

⑨
選

挙
人

名
簿

に
登

録
さ
れ

た
者

に
つ
い
て
は

、
そ
の

旨

⑩
国

民
健

康
保

険
の

被
保

険
者

で
あ
る
者

に
つ
い
て
は

、
そ

の
資

格
に
関

す
る
事

項
で
政

令
で
定

め
る
も
の

⑪
介

護
保

険
の

被
保

険
者

で
あ
る
者

に
つ
い
て
は

、
そ
の

資
格
に
関
す
る
事
項
で
政
令
で
定
め
る
も
の

⑫
国

民
年

金
の

被
保

険
者

で
あ
る
者

に
つ
い
て
は

、
そ
の

資
格
に
関
す
る
事
項
で
政
令
で
定
め
る
も
の

⑬
児

童
手

当
の

支
給

を
受

け
て
い
る
者

に
つ
い
て
は

、
そ
の

受
給

資
格

に
関

す
る
事

項
で
政

令
で
定

め
る
も
の

⑭
米

穀
の

配
給

を
受

け
る
者

に
つ
い
て
は

、
そ
の

米
穀

の
配

給
に
関
す
る
事
項
で
政
令
で
定
め
る
も
の

⑮
住

民
票

コ
ー
ド

⑯
前
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
ほ
か
、
政
令
で
定
め
る
事
項

住
民
票
記
載
事
項

住
所
地
に
お
い
て
人
の
居
住
関
係
を
公
証
す
る
こ
と
を

任
務

と
す
る
制

度

①
戸
籍
の
表
示
（
筆
頭
者
の

氏
名

、
本

籍
）

②
氏
名

③
住
所

④
住
所
を
定
め
た
年
月
日

①
戸

籍
の

表
示

（
筆

頭
者

の
氏

名
、
本

籍
）

②
氏
名

③
出
生
の
年
月
日

④
戸

籍
に
入

っ
た
原

因
及

び
年

月
日

⑤
実

父
母

の
氏

名
及

び
実

父
母

と
の

続
柄

⑥
養

子
で
あ
る
と
き
は

、
養

親
の

氏
名

及
び
養

親
と
の
続
柄

⑦
夫

婦
に
つ
い
て
は

、
夫

又
は

妻
で
あ
る
旨

⑧
他

の
戸

籍
か

ら
入

っ
た
者

に
つ
い
て
は

、
そ

の
戸
籍
の
表
示

⑨
そ
の

他
法

務
省

令
で
定

め
る
事

項
（
身

分
に

関
す
る
事

項
等

）

戸
籍
の
附
票
記
載
事
項

（
参
考
）
戸
籍
記
載
事
項

住
民
票
と
戸
籍
と
を
相
互
に

関
連
さ
せ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
記

載
の
公
正
性
を
保
つ
た
め
の

媒
介
物

本
籍
地
に
お
い
て
人
の
身
分
関
係
を
公
証

す
る
制

度

本
籍

地
市

町
村

で
作

成

住
所

地
市

町
村

で
作

成

本
籍

地
市

町
村

で
作

成

注
）
特
別
な
請
求
が
な
い
限
り
、
市
町
村
長
は
、
太

字
の
部
分
の
み
を
記
載
し
た
住

民
票
の
写
し
を
交
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。



住 民 票 の 写 し の 例
住 民 票 ○○市○○区

世帯主 甲野義太郎
住 ○○市○○区○○○○○

所

氏名 住 民 票 コ ー ド
甲野義太郎 省 略

生年 昭和○○年○月○日 性別 男 続 世帯主 市民となった 平成○○年 ○月 ○日
月日 柄 年 月 日
本 東京都千代田区○○○○○ 筆 甲野義太郎

頭
１ 籍 者

平成○○年○月○日 東京都千代田区○○○○○ から転入 平成○○年○月○日届出

氏名 住 民 票 コ ー ド
甲野梅子 省 略

生年 昭和○○年○月○日 性別 女 続 妻 市民となった 平成○○年 ○月 ○日
月日 柄 年 月 日
本 東京都千代田区○○○○○ 筆 甲野義太郎

頭
２ 籍 者

平成○○年○月○日 東京都千代田区○○○○○ から転入 平成○○年○月○日届出

氏名 住 民 票 コ ー ド
甲野啓太郎 省 略

生年 昭和○○年○月○日 性別 男 続 子 市民となった 平成○○年 ○月 ○日
月日 柄 年 月 日
本 東京都千代田区○○○○○ 筆 甲野義太郎

頭
３ 籍 者

平成○○年○月○日 東京都千代田区○○○○○ から転入 平成○○年○月○日届出

氏名 住 民 票 コ ー ド

生年 性別 続 市民となった
月日 柄 年 月 日
本 筆

頭
４ 籍 者

この写しは、世帯全員の住民票の原本と相違ないことを証明します。

平成○○年 ○月○○日 ○○市○○区長



戸 籍 の 附 票 の 写 し の 例

平成○年 ○月○○日編製

本 東京都千代田区○○○○○ 氏 甲野義太郎

籍 名

住 所 住所を定めた年月日 在外選挙人名簿 名
登録市町村

東京都千代田区○○○○○ 昭和○年 ○月○○日

○○市○○区○○○○○ 平成○年 ○月○○日

義太郎

１

備考

東京都千代田区○○○○○ 平成○年 ○月○○日

○○市○○区○○○○○ 平成○年 ○月○○日

梅子

２

備考

東京都千代田区○○○○○ 平成○年 ○月○○日

○○市○○区○○○○○ 平成○年 ○月○○日

啓太郎

３

備考

４

備考

この写しは、戸籍の附票の原本と相違ないことを証明します。

平成○○年 ○月○○日 ○○市○○区長






